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台湾における鳥インフルエンザの大流行について
～春以降も警戒が必要です！！～

本県では、昨年度より高病原性鳥インフルエンザ特別防疫対策期間を
11月1日～4月30日までの6ヶ月間に設定し、警戒に当たっているとこ
ろですが、台湾では本年１月以降、４月１日までに合計８８１件の発生
が確認され、本病の大流行という例年と異なる状況が認められています。
冬鳥が国内に渡来・滞在する期間を鳥インフルエンザの発生をより警

戒する期間としていた所ですが、台湾での大流行という状況を踏まえる
と、春に南方より渡来して日本で繁殖し、秋に再び南方へ渡去する夏鳥
（ツバメ等）の渡りにより春先以降も本病ウイルスが国内に侵入してく
る可能性があると考えられています。
家きん飼養者におかれましては、特別防疫対策期間を過ぎた後も、引

き続き警戒していただき、発生予防及び早期発見、早期通報の徹底をお
願いします。

※農林水産省HPより引用

毎月２０日は「くまもと家畜防疫の日」

毎月20日は飼養衛生管理基準の自己チェックおよび農場消毒を行う日
です。口蹄疫や鳥インフルエンザ、PED等の家畜伝染性疾病の侵入を防
ぎ発生を予防するためには、地域一帯の衛生水準を上げる事が重要です。
農場を守るため、20日の自己チェックと消毒を習慣化させましょう！ 1

２０１５年４月１日１８時現在



県内で豚流行性下痢（PED）が発生しています

県内でPEDが継続発生し、３月末には阿蘇
地域でも発生が確認されました。
今年１月以降、４月１４日までに阿蘇地域

１例、菊池地域１０例、熊本地域１例、天草
地域１例の計１３例が確認され、国のPED防
疫マニュアルに基づき、菊池市と大津町が特
別防疫対策地域に指定されています。
豚飼養者の皆様におかれましては、再度侵

入防止の徹底を図っていただくとともに、万
一、水様性下痢、嘔吐、死亡（哺乳豚）、食
欲不振等のPEDを疑う症状が見られた場合は、
直ちに当所まで御連絡ください。

平成２７年１月以降の発生状況

天草地域
１例

熊本地域
１例

阿蘇地域
１例

菊池地域
１０例

病名 発生地 発生月日 畜種 型

韓国 2月8日～3月２日 豚 Ｏ

モンゴル 2月25日～3月2日 牛・ラクダ・山羊・羊 Ｏ

韓国 継続発生中 家きん H5N8

2月20日～2月25日
2月19日～3月4日

家きん H5N2

3月11日～3月13日 がちょう H5N2

2月19～3月7日 鶏 H5N2

3月1日～3月5日 地鶏・がちょう H5N8

2月21日 七面鳥・がちょう H5N8

3月20日 野鳥（イエガラス） H5N1

3月4日 家きん H5N1亜型

3月12日 家きん H5N6亜型

3月6日 家きん H5N1亜型

ミャンマー 2月12日～2月16日 採卵鶏・採卵うずら H5N1亜型

４月３日現在
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家畜伝染病発生情報メールサービスをご活用下さい！

防災情報や家畜伝染病発生情報を配信しています。
下記アドレスもしくはQRコードより、登録用ホームページへ！

http://www.anshin.pref.kumamoto.jp/


